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jo補助金のお知らせ   

補助金一覧は前回号をご覧ください。 

※要注意 

今年度はすべて事後申請はできませんので、見積書を取ってまずは事業計画書

を申請して採択を受けてから購入・着工してください。 

h 月次支援金  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発  行  津和野町商工会 

本  所  〒699-5605 津和野町後田ロ 187 

     TEL:0856-72-3131 FAX:72-1389 

日原支所  〒699-5221 津和野町日原 225-1 

TEL:0856-74-1221 FAX:74-1220 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://tsuwano.shoko-shimane.or.jp/ 

① 対象期間売上高が２０２１年４月・５月・６月が２０１９年もしくは２０２０年同月比較で５０％以上減少している 

②緊急事態宣言地域と直接もしくは間接的に反復した取引がある（卸売業や宿泊業） 

③ＲＥＳＡＳによる宣言地域との交流人口が市町村単位で５０％以上ある 

※４月は津和野町が宿泊しか５０％以上になっていないが、５月・６月は全交流人口で５０％を超え、 観光関連

小売業やサービス業も申請対象になったと考えられます 

申請に際して… 

1．認定支援機関（商工会等）の「事業者である」という事前確認が必要になります。認定支援機関はこの役割が

あるために、請負や代理申請はできません。 

2．自分でメールアドレスを登録し、申請者 ID を取得し、各種書類の準備はもちろんですが、それを（できればス

キャンデータ）にしておく必要があります。 

3．約２年分の月別売上高を入力する必要があります。パソコン等が無い方は、商工会内でパソコンをお貸しし

てサポートします。 

※４～６月分は一回申請すれば次回は入力や事前確認が省略 

されます。すべてそろっていれば２時間あればできるかと思います。 

 

 

 

 

 

 

※補助金額最大個人月１０万円・法人月２０万円 

先でも後でもいいので、とにかく商工会が「申請者が事

業者である」という確認をしないと最終の申請はでき

ません。商工会は本人確認、申請書類の説明、何月で申

請したか等を確認し国へ報告をする立場にあります。 

 

国が設置し

ている支援

金事務局と

直接やり取

り。 



     

ｋ島根県飲食店等事業継続特別給付金ｊ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●令和 3 年度首都圏県産品販路開拓事業の参加事業者募集について 

 

島根県は、首都圏での販路開拓を目指す県内事業者を対象とし、首都圏の小売店等への県産品の紹介・斡

旋、商談機会の提供、商品開発に向けた消費者ニーズの収集及びフィードバックを業務委託（(有)良品工

房）により実施しています。 

 

＜本事業へのエントリーについて＞ 

１．「日比谷しまね館」に出品申請し採択された商品が前提（申請時期 8、11、2 月予定） 

流れ）①出品申請（8 月）→②商品提案会（9 月頃：益田市）→③商品決定通知（10 月頃） 

→④商品の出品 →⑤本事業へのエントリー（募集期間：令和 3 年 12 月末まで）  

  ※しまね館において採択されなかった商品は、その後 1 年間出品申請できません。  

２．エントリーすると… 

４つの事業を(有)良品工房と実施：①営業代行（代行）、②アンテナショップを活用し 

た商談会（代行）、③島根フェア（商品提供依頼）、④オンライン商談会(事業者）  

 

 

 

 

 

 

 

島根県が６月補正予算にて上記補助金を売上が減少した県内飲食事業者の事業継続を支援す

るため、事業規模に応じた給付金を支給します。 

k支給対象  

令和 2年 12月 1日までに「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けている店舗（但し、

スーパーマーケット、コンビニエンスストア、調理等を行う自動販売機は除く。） 

h給付要件    ※次に掲げる①②要件をすべて満たすこと 

①直近期の総売上高（飲食店等営業以外も含めた総売上高）が、その前期または前々期と比較

して減少、かつ次のアまたはイのいずれかを満たすこと 

ア、飲食店等営業に係る総売上高が、直近期とその前期又は前々期を比較して 30％以上減

少 

イ、飲食店等営業に係る総売上高が、令和 2年 12月から令和 3年 3月までの総売上高の合

計と前年同期間または前々年同期間の総売上高の合計を比較して 50％以上減少 

※飲食店営業に係る年間総売上が１店舗あたり 50万円以上であること 

②事業継続の意思があり、かつ、新型コロナウイルス感染症対策をした営業を行うこと 

 

ｈ給付額  

 基準となる年間売上高（前期または前々期）に応じて、１店舗あたり定額を給付 

 ※但し、１事業者あたりの給付上限額は 200万円 

［１店舗あたりの給付額］ 

１店舗あたりの年間売上規模 給付額 

(1)1,500万円未満 50万円 

(2)1,500万円以上 2,000万円未満 65万円 

(3)2,000万円以上 2,500万円未満 80万円 

(4)2,500万円以上 3,000万円未満 90万円 

(5)3,000万円以上 3,500万円未満 100万円 

(6)3,500万円以上 4,000万円未満 110万円 

(7)4,000万円以上 120万円 

 

 

 

ｈ給付の受付開始  

令和３年７月下旬頃を予定しています。 

 

ｈその他  

受付方法や申請書類など、現在準備中

ですので、もうしばらくお待ちください。 

 

【問い合わせ先】 

島根県中小企業課 

電話 0852-22-5680 

 

※町の商業・サービス業感染症対策小設備導入支援事業を活用ください 

※島根県より７月下旬には情報開示し、申請を始める予定であるということでした 



     

ｈ商工会事業についてお知らせ   

 

 

 

 

 

＜本事業へのエントリーについて＞ 

「日比谷しまね館」に出品申請し採択された商品が前提（申請時期 8、11、2月予定） 

流れ ①出品申請（8月）→②商品提案会（9月頃：益田市）→③商品決定通知（10月頃） 

→④商品の出品 →⑤本事業へのエントリー（募集期間：令和 3年 12月末まで）  

  ※しまね館において採択されなかった商品は、その後 1年間出品申請できません。  

４つの事業を(有)良品工房と実施：①営業代行（代行）、②アンテナショップを活用した 

商談会（代行）、③島根フェア（商品提供依頼）、④オンライン商談会(事業者）  

※当商工会においても販路開拓支援として本事業の説明会の開催をします。 

■説明会 日時 令和 3年 7月 21日（水）14：00-15：00 

場所 津和野町商工会本所 研修室   （同封の説明会案内をご確認の上、参加申込ください。） 

※事前に詳しく知りたい方は島根県 HPでも確認できます。 

（過去または現在、日比谷しまね館へ出品されている事業者も対象です。） 

 

② オンライン観光商談マッチングフェア 

■募集期間  令和 3年 6月 22日（火）～令和 3年 7月 21日（水） 

■参加費   無料 

■オンライン商談会 

全国商工会連合会の事業で、H＆Sが事業主体となり、観光業の商談会をＷEBで行っている事業です。当会も 

昨年度から参加していますが、コロナ禍で観光業のニーズは大きく変化し、今年より２社以上の取り組みによる 

体験型の観光を対象としています。全国連としても遊びの予約サイト『 アソビュー！』 を運営するアソビュー㈱

と連携し、支援事業者の体験サービスのブラッシュアップ支援と新たな販路開拓を目指します。津和野町に２回

３回と来て頂くために、事業間連携による「体験型観光」を造成し、事業者自らが旅行業者に対し営業活動を行

っていただきたいと考えております。 

【事業例】旅館組合が鴎外没後１００年を機会として 鷗外が愛した夕餉（仮）を献立化し、この体験を商品として

商談会に臨む。このような連携した取り組みを募集します。ご希望の方は２１日までに商工会まで連絡下さい。 

ｈその他お知らせ  

●津和野夏まつりの中止について（お知らせ） 

「つわの鯉・恋・来いまつり」、「にちはら鮎まつり花火大会」は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた

め中止となりました。          つわの鯉・恋・来いまつり実行委員会・にちはら鮎まつり花火大会実行委員会 

① 令和 3年度首都圏県産品販路開拓事業の参加事業者募集について 

島根県は、首都圏での販路開拓を目指す県内事業者を対象とし、首都圏の小売店等への県産品の紹介・斡

旋、商談機会の提供、商品開発に向けた消費者ニーズの収集及びフィードバックを業務委託（(有)良品工房）

により実施しています。 

 

 

令和 3年 11月 29日（月）～12月 10日（金） ※事前予約制 



     

                                



     

 

 

 


